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感染リスクが高まる「５つの場面」
場面① 飲酒を伴う懇親会等
● 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。
また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。

● 特に敷居などで区切られている狭い空間に、
長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが
高まる。

● また、回し飲みや箸などの共用が
感染のリスクを高める。

場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

● 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、
感染リスクが高まる。

● 大人数、例えば５人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、
感染リスクが高まる。

場面③ マスクなしでの会話 場面④ 狭い空間での共同生活 場面⑤ 居場所の切り替わり

● マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染
やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

● マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなど
での事例が確認されている。

● 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

● 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が
共有されるため、感染リスクが高まる。

● 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる
事例が報告されている。

● 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り
替わると、気の緩みや環境の変化により、感染
リスクが高まることがある。

● 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が
確認されている。



高齢者施設等における面会・外出対応例（※１ ）

ステップ

判断基準（※２）
面会

対応例
外出

対応例県内
警戒ﾚﾍﾞﾙ

地域の
感染状況

面会者の
状況

３
感染

対策期
感染拡大

（本人）
２週間以内に感染拡大
地域へ訪問歴あり

原則、面会制限
○看取り等を除く

オ
ン
ラ
イ
ン
面
会

原則、外出制限

２
感染

警戒期
感染者あり

（本人）
２週間以内に県外（感染
拡大地域以外）訪問歴あり

時間や人数を制限し、
厳重な感染予防策を
実施
○2人以下、10分未満
利用者への接触禁止
差し入れ禁止 等

「三つの密」を避け、

感染対策を徹底
の上、外出可
○時間や場所を
制限

１
感染

縮小期
２週間以上
感染者なし

（本人）
県外訪問歴なし
（家族）
２週間以内に、
・県外（感染拡大地域以外）

訪問歴あり
・感染拡大地域訪問歴ある
が本人と濃厚接触なし

適切な感染予防のもと、
面会を実施
○ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置
1.5m以上距離を取る
15分未満
飲食を控える
差し入れの消毒 等

「三つの密」を避け、

感染対策を徹底
の上、外出可

（本人・家族）
２週間以内に県外への訪問
歴及び県外者との接触なし

通常の感染予防
○マスク、手指消毒、
面会記録は必須

○換気可能な別室を使用

※1 今回示した『対応例』を参考に、各施設等の環境・状況・方針にあわせて、各段階の区分方法や対応を定めること。
※２ 『県内感染レベル』『地域の感染状況』『面会者の状況』のうち、いずれか高いレベルにあわせて対応すること。
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インフルエンザ流行期に備えた外来診療・検査体制
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電話等
で相談

かかりつけ医等
地域の病院・診療所

（帰国者・接触者外来も含む。）

各医療圏域に
1か所以上
（検体採取）

予約して受診

（仮称）
帰国者・接触者
相談センター
から名称変更

最寄りの
医療機関
を紹介

衛環研※

に検体送付

指
定
医
療
機
関
に
入
院

新型コロナ
陽性の場合

陽性の
場合

医師の判断
による

インフル・コロナ

※県衛生環境研究所等での実施を基本。
検査件数が大量になる場合、民間検査
機関（県外）を活用する。

新たな体制には １１月１６日（月）から移行。

電話等で



（自法人で必要人員を確保できない場合）

※以下、E-WELネットフロー図のとおり
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保健所
本庁

担当課

入所系施設における新型コロナウイルス感染症対応フロー図

施設等
運営法人

地方局地域福祉課
市町担当課

平
常
時

○指導・助言（実地指導時等）

・項目に漏れがないか

・想定している状況に応じた対応者及び

対策となっているか

・実効性の確認

○感染予防の徹底

・マスクの着用、手洗い、手指消毒

・３密を避ける行動

・ドアノブ等の消毒

・地域の感染状況を踏まえた面会・

外出制限 等

○事業継続の備え

①BCP作成

・職員確保

・医療、給食、外部サービス確保

・職員、利用者家族、地域対応

・マスコミ、風評被害対応 等
②衛生資材の備蓄

○衛生資材の備蓄

○指導・助言（実地指導時等）

・地域の感染状況を踏まえた適切な予防

となっているか

・実効性の確認

○リスク分散の取組み

・ユニット、フロア毎に担当固定

・休憩、打合せ時の感染症対策

・共用部分の定期的な消毒 等

○指導・助言（実地指導時等）

・地域の感染状況を踏まえた適切な取組

みとなっているか

・実効性の確認

○感染者発生を想定した準備

①感染拡大防止

・濃厚接触者（見込み）を区分け
※担当職員を固定し、適切な防護の

上、サービス継続

・ゾーニングの想定、環境消毒
※この時点で消毒できない場合は、

該当箇所を封鎖

・積極的疫学調査への協力準備

②事業継続の準備

・職員確保の準備

・職員対応
※職員間で情報を共有し、意識統一

○積極的疫学調査

・感染経路の特定

・接触状況の確認
⇒過去２週間の行動

履歴や家族の状況

等を聴取

○指導・助言

・事業継続に関する指導・助言

・職員確保
※最低限必要なサービスの妥当性

※施設及び法人の規模・状況を鑑み、

必要人員の確保が可能か

⇒他法人の応援が必要と想定される

場合は、E-WELネットによる派遣

調整の可能性について本庁担当課に

情報提供

・BCPの実効性を確認
※項目漏れや不十分と思われる対応

がある場合は適宜助言

・備蓄衛生資材の提供

局内担当者打ち合わせ

派遣協議（様式１）

○感染拡大防止

・濃厚接触者を区分け
※担当職員を固定し、適切な防護の

上、サービス継続

・ゾーニング及び環境消毒
※保健所の確認

・積極的疫学調査への協力

○事業継続

・職員確保
※濃厚接触者となる職員を想定。

必要最小限のサービスを確保する

ために必要な人員に不足する場合

は、法人に応援依頼

※法人内で応援職員を確保できない

場合は、E-WELネットや同業種

団体に応援要請

※シフト表作成

※応援職員の受入れ体制整備

※宿泊所手配

・職員対応
※職員間で情報を共有し、意識統一

・医療、給食、外部サービス確保

・利用者家族、地域対応

※マスコミ公表前に実施

・マスコミ、風評被害対応 等

※上記3項目はBCPに沿って実施

・衛生資材確保

情報共有

情報共有

○風評被害・マス

コミ対応

風評被害が顕著な

場合は、知事記者

会見を通じ、配慮

を呼びかけ

○指導・助言

・以後、必要に応じ、指導・助言を継続

・風評被害が顕著な場合は、本庁担当課

に相談

○相談
適切な指導・助言

を行うために、地

域の感染状況や感

染予防対策の手法、

効果等を随時確認

情
報
共
有

○感染疑い者への対応

・受診相談センターに相談

・診療・検査医療機関（仮称）受診

↓

抗原検査・PCR検査
※『インフルエンザ流行期に備えた外来

診療・検査体制』参照

○指導・助言

・感染拡大防止に

関する指導・助言
※ソーニング、環境

消毒実施状況確認

※適切な個人防護具

の使用方法の指導

等

合同実地指導

○（必要に応じ）指導・助言

・事業継続に関する指導・助言

・職員確保
※この段階では、最重要課題である職員

確保の状況を重点的に確認

・BCPの実効性を確認
※項目漏れや不十分と思われる対応

がある場合は適宜助言

・備蓄衛生資材の提供準備

○相談
※感染拡大防止に関する

不明点は保健所に相談○報告
※事業継続に関する不明点

は指定権者に相談

○報告
※指定権者へ報告


